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月
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日

内
閣
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理
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麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
欧
州
局
幹
部
に
よ
る
贈
与
等
報
告
の
提
出
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
欧
州
局
幹
部
に
よ
る
贈
与
等
報
告
の
提
出
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

膨
大
な
量
の
書
類
の
調
査
が
必
要
と
な
る
た
め
、
お
尋
ね
の
す
べ
て
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
現
時
点
に

お
い
て
外
務
省
で
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
七
日
現
在
、
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法

律
第
百
二
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
本
省
課
長
補
佐
級
以
上
の
職
員
で
あ
っ
て
、
外
務
省
欧
州
局
に
お
い
て
勤

務
し
て
い
る
者
の
う
ち
、
課
長
・
企
画
官
相
当
職
以
上
の
も
の
の
氏
名
、
官
職
及
び
平
成
二
十
年
度
に
受
け
た
贈
与
等
に
つ

い
て
外
務
大
臣
に
提
出
し
た
贈
与
等
報
告
書
の
数
は
、
（
一
）
谷
�
泰
明
、
局
長
、
一
、
（
二
）
兼
原
信
克
、
大
臣
官
房
参

事
官
、
六
、
（
三
）
福
嶌
教
輝
、
大
臣
官
房
参
事
官
、
零
、
（
四
）
岡
田
�
、
課
長
、
零
、
（
五
）
齊
藤
純
、
課
長
、
一
、

（
六
）
海
部
篤
、
課
長
、
一
、
（
七
）
武
藤
顕
、
課
長
、
一
、
（
八
）
北
川
克
郎
、
室
長
、
二
、
（
九
）
山
村
嘉
宏
、
企
画

官
、
零
、
（
十
）
瀬
尾
正
嗣
、
企
画
官
、
零
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
者
は
、
贈
与
等
報
告
書
の
提
出
に
関
し
て
、
処
分
を
受
け

て
い
な
い
。


